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1. 政府（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室）からのお知らせ 

--------------------------------------- 

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインの徹底について 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、関係省庁の取組のほか関係団体の御尽力

により、これまでに多数の業種別ガイドラインが策定され、各業界において、実態に応じた感

染防止策に取り組んでいただいているところです。 

 一方、直近では、バー・クラブなど接待を伴う飲食店はもとより、会食やいわゆる飲み会等

を通じての新規感染者数の増加がみられるところであり、これらの事例の中には、例えば、マ

スクの着用、対人距離の確保、十分な換気といった点を含むガイドラインが遵守されていない

ものもあったところです。 

 法人の皆様におかれては、感染拡大防止と社会経済活動の段階的引き上げを両立していくた

め、関係する業種ごとのガイドラインを御確認いただき、引き続き遵守いただくようお願いい

たします。 

 

御参考：業種ごとの感染拡大予防ガイドラインについて（内閣官房ホームページ） 

https://corona.go.jp/prevention/ 

 

--------------------------------------- 

2. 政府（内閣官房番号制度推進室）からのお知らせ 

--------------------------------------- 

■マイナンバーカードの積極的な取得と利活用のお願い 

 マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、昨年の 12月に内閣府大臣官房

公益法人行政担当室から所管の公益法人の皆様へ御協力のお願いをさせていただいたところで

す。 

 内閣府の HPでは、マイナンバーカードの利活用等に関する一般的な御案内をしており、今

般、説明用の動画も公開されております。 

 法人の皆様におかれましては、職員等に対してマイナンバーカードの積極的な取得と利活用

の促進の呼びかけをいただく際には、説明用の動画を含むこれらのツールもぜひ御活用いただ

きますようお願いいたします。 

 

※過去の御協力のお願い（令和元年 12 月 18日付掲載）については、以下の URL を御参照くだ

さい。 

 https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html 

※説明のための動画等については、以下の URLを御参照ください。 

 https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/explain.html#merit 

 

--------------------------------------- 

3. 公益法人運営のワンポイントアドバイス 

--------------------------------------- 

補正手続のマニュアル ほか 

https://corona.go.jp/prevention/
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/explain.html#merit


 

提出した電子申請等について行政庁から補正の依頼があった時は、以下の内容を御参照くださ

い。 

 

■補正手続の簡易マニュアル 

1. 公益 Information https://www.koeki-info.go.jp/ の電子申請窓口からログインしま

す。 

2. 「重要なお知らせ」欄にある「★（簡易マニュアル）『補正の手順』」を御参照ください。 

 

■提出した電子申請等の処理状況 

提出から手続終了までの間の電子申請等は、ホーム画面の「状況照会（提出後）」欄で処理状況

を確認できます。 

処理状況の内容については、電子申請マニュアルの 2-41 ページを御覧ください。 

 

■取下げ依頼 

提出した電子申請等について取下げ処理を行った場合、当該案件は公益 Information の「状況

照会（提出後）」欄から消えてしまいます。 

提出が必要な場合、再度、始めから手続を行うこととなるので、御注意ください。 
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